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主な内容主な内容
2～5面
･ 一般質問

･常任委員会審査報告

･特別委員会中間報告

６面
･ 議決結果一覧

･陳情http://www.city.fuchu.tokyo.jp/gikai

	 　

人

事

議

案

　
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
に
、

市
長
か
ら
人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
の
同
意
を
求
め
る
議
案
が

提
出
さ
れ
、
次
の
方
が
同
意
さ
れ

ま
し
た
。

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者

	

藤
倉
　
正
道
　
氏
（
66
歳
）

　
令
和
元
年
第
４
回
市
議
会
定
例
会
は
、
12
月
２
日
か
ら
17
日
ま
で
の

16
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
は
、
府
中
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

な
ど
12
件
を
審
議
し
た
結
果
、
可
決
11
件
、
同
意
１
件
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
陳
情
７
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　▲下水道課の職員によるマンホールの点検作業

府
中
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
な
ど

令
和
元
年
第
４
回
定
例
会

12
議
案
を
審
議

（次の日程で開催しました）

　

	 2日	 本会議（委員会付託等）

	 3日	 　	〃　　	（一般質問）

	 4日	 　	〃　　	（　　〃	　）

	 5日	 総務委員会

	 6日	 文教委員会

	 9日	 厚生委員会

	10日	 建設環境委員会

	11日	 基地等跡地対策特別委員会

	 	 議会運営委員会

	12日	 市庁舎建設特別委員会

	13日	 	学校施設老朽化対策特別委員会

	17日	 議会運営委員会

	 	 	本会議（常任・特別委員会審査

報告等）

	 	 総務委員会

＜12月＞

　
今
定
例
会
で
市
長
か
ら
、
「
府

中
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
」
に
つ
い
て
の
議
案
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
下
水
道
事
業
に

地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等

を
適
用
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
と
し
て
、
地
方
公
営

企
業
法
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施

行
令
に
基
づ
き
、
下
水
道
事
業
の

設
置
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
て
い
ま
す
。
下
水
道
事
業
の

設
置
等
に
つ
い
て
は
、
都
市
の
健

全
な
発
展
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上

を
図
る
と
と
も
に
、
公
共
用
水
域

の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、

市
に
下
水
道
事
業
を
設
置
す
る
も

の
で
、
下
水
道
事
業
に
設
け
る
特

別
会
計
は
市
下
水
道
事
業
会
計
と

称
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
下
水
道

事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
、
議

会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
は
、
賠
償
額
が
10
万
円
以

上
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
建
設
環
境
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、

質
疑
に
対
し
、
「
公
営
企
業
法
の

適
用
に
当
た
り
、
法
の
全
て
を
適

用
し
て
新
た
に
組
織
を
立
ち
上
げ

る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
組
織

構
成
や
事
務
処
理
を
変
え
ず
に
移

行
が
可
能
な
財
務
規
定
の
一
部
を

適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」

「
財
務
規
定
を
適
用
し
た
場
合
、

会
計
方
式
が
複
式
簿
記
に
移
行
し
、

民
間
企
業
と
同
じ
よ
う
な
損
益
計

算
書
や
貸
借
対
照
表
、
キ
ャ
ッ
シ	

ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
な
ど
を
作
成
す

る
公
営
企
業
会
計
を
導
入
す
る
こ

と
に
な
る
」「
賠
償
責
任
に
つ
い

て
は
、
施
設
等
の
管
理
を
行
う
に

当
た
り
、
車
両
を
使
用
す
る
こ
と

か
ら
、
車
両
等
の
事
故
や
専
用
の

工
具
等
の
破
損
な
ど
が
想
定
さ
れ

る
」
「
公
営
企
業
を
導
入
す
る
理

由
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
に
人
口

３
万
人
以
上
の
自
治
体
に
対
し
て

行
わ
れ
た
国
か
ら
の
公
営
企
業
の

適
用
の
要
請
に
基
づ
き
、
令
和
２

年
４
月
か
ら
公
営
企
業
に
移
行
す

る
」
等
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
こ
と
で
、
自
治
体
の
定
め

に
よ
り
、
議
会
の
同
意
等
の
対
応

が
丁
寧
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

理
解
し
た
。
今
後
も
透
明
性
等
の

向
上
も
期
待
し
、
引
き
続
き
下
水

道
事
業
の
安
定
の
た
め
に
も
、
し	

っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く

こ
と
を
お
願
い
し
、
本
案
に
賛
成

す
る
」
「
市
の
下
水
道
の
施
設
自

体
の
老
朽
化
と
い
う
部
分
の
対
応

も
踏
ま
え
、
今
ど
の
よ
う
な
資
産

が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
と
い

う
観
点
も
考
え
る
と
、
会
計
の
面

か
ら
『
見
え
る
化
』
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
評
価
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
公
営
企
業
会
計
法
は
独
立

採
算
制
を
原
則
と
し
て
い
る
と
思

う
が
、
そ
の
点
か
ら
も
職
員
の
経

営
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ

と
も
狙
い
の
一
つ
だ
と
考
え
る
た

め
、
本
案
に
賛
成
す
る
」
等
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て

は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
、

最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
建

設
環
境
委
員
会
委
員
長
か
ら
審
査

報
告
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

定例会日誌


